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それでは，今議会に提案しております議案のうち，先ほど

御審議いただきました先議以外の議案の主なものについて

御説明申し上げます。 

議案第８３号 総社市政策監の設置等に関する条例の 

制定については，本市の重要施策の迅速かつ円滑な推進を 

より図るため，現在の一般職の政策監を廃止し，新たに常勤

の特別職としての政策監を設置しようとするもので，条例に

より必要な事項を定めようとするものであります。 

次に，議案第８７号 総社市消費生活センター条例の制定

については，複雑かつ多様化している消費者トラブルに  

対応し，市民の消費生活の安定と向上を図ることを    

目的とした消費生活センターを設置するため，必要な事項を

定めようとするものであります。 

次に，議案第８８号から議案第９１号まで，議案第９３号

及び９４号，議案第９９号については，総社市清梁園等の 

各施設の指定管理者の指定について，地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により，市議会の議決を経ようとするもの  

であります。 
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次に，議案第９８号 総社市文化芸術会議条例の制定  

については，総社市の文化芸術に関する事項について   

調査及び審議をする会議の設置に伴い，必要な事項を定める

ため，条例を制定しようとするものであります。 

次に，議案第１００号から議案第１０２号までは，農業 

委員会等に関する法律の改正に伴い，必要な事項を定める 

ため，条例を制定しようとするものであります。 

次に，議案第１０４号 総社市一般会計補正予算（第８号） 

から議案第１０９号 国民宿舎事業費特別会計補正予算 

（第１号）までの６議案については，それぞれの会計の補正

予算でございます。 

今議会に提案しております議案は，先議９件を除きまして， 

平成２８年度補正予算に関するもの    ６件 

条例の制定及び一部改正に関するもの  １４件 

指定管理者の指定に関するもの      ７件 

計  ２７件でございます。 

引き続きまして，担当職員から説明を申し上げますので，

いずれの議案につきましても，十分御審議をいただき，  
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適切な御議決を賜りますようお願い申し上げまして，   

提案説明とさせていただきます。 

 


